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障害児施設部門のあり方について 

 

（１）療育福祉センターの障害児施設の
新体系事業への移行について 
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障害児通所支援の概要 
○ 障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を指す。 
 

○ 児童発達支援は、児童福祉施設として定義された「児童発達支援センター」と、それ以外の「児童発達支援事業」の２類型。 
 

○ 現行の障害児通所施設・事業は、医療の提供の有無により、「児童発達支援」又は「医療型児童発達支援」のどちらかに移行。 

＜＜ 障害者自立支援法＞＞       【市町村】 

児童デイサービス  〔８事業所〕 
   

 昭光園（高知市）、アートセンター画楽（高知市） 
 療育福祉センター「える」（高知市）、旭福祉センター「あゆみ」（高知市） 
 東部障害者福祉センター「あゆみPasso」（高知市）、ウィッシュかがみの（南国市） 
 Ｋｉｄｓたいよう（土佐清水市）、ぷらうらんど長山田（日高村） 

＜＜ 児童福祉法＞＞                    【都道府県】 

知的障害児通園施設  〔１施設〕  やいろ（南国市） 

難聴幼児通園施設    〔１施設〕  療育福祉センター（高知市） 

肢体不自由児通園施設（医） 〔１施設〕 療育福祉センター（高知市） 

＜＜ 予算事業＞＞ 

重症心身障害児(者)通園事業  〔３か所〕 
 

 土佐希望の家（南国市）、国立高知病院（高知市）、幡多希望の家（宿毛市） 

※（医）とあるのは医療を提供 

＜＜ 児童福祉法＞＞    【市町村】 

障害児通所支援 
  
 
  児童発達支援 
 
    ・福祉型児童発達支援センター 
  
    ・児童発達支援事業 
 
 

   医療型児童発達支援 
    ・医療型児童発達支援センター 
    ・指定医療機関※  
 

  放課後等デイサービス 
 

  保育所等訪問支援 

※ 指定医療機関とは独立行政法人国立病院機構、 
 若しくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 
 の設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定 
 するものをいう。 

児童発達支援センターと事業について 

※出典：平成23年10月31日 障害保健福祉関係主管課長会議資料 
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中央児童相談所（障害児部門） 

診療所 
 

 ○ 外来診療     
   （整形外科・精神科・小児科） 
 ○ 入院（19床）、短期入所 
 

 ○ 日中一時支援 
 

 ○ リハビリテーション 
 

 ○ 肢体不自由児通園施設 
   （利用定員20人） 

 

 難聴幼児通園施設（利用定員30人） 

身体障害者更生相談所 

発達障害者支援センター 
 
 

 ○ 児童デイサービス（利用定員20人） 

知的障害者更生相談所 

療育福祉センター 

新体系事業へ移行が必要な施設・事業 

肢体不自由児通園施設 
 

S31.8 整肢子鹿園(肢体不自由児施設)として開設、 
     病院開設 
H21.4 病院を廃止し、診療所開設 
     肢体不自由児施設廃止→通園施設開設 

難聴幼児通園施設 
 

S55.8 難聴幼児通園センターとして高知市大津に 
     設置 
H11.4 療育福祉センターに統合 

児童デイサービス 
 

H11.4  南海学園において自閉症児通園事業を開始 
H18.4 南海学園の民間移管に伴い、療育福祉セン 
     ターで児童デイサービス（自閉症児通園）を 
      開始 

障害児の通所支援を実施している次の３つの施設・
事業については、法改正に伴い、新たな事業体系
に移行することが必要。 
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〔平成24年4月1日〕 
 ○ 国からの新体系事業の指定基準の解釈通知や報酬案等の提示が施行直前になる 
  見込みであり、「あり方を考える会」における障害児施設部門の検討を踏まえた療育福 
  祉センターの組織体制の見直し等の検討が十分に行えないため、平成24年4月1日に 
  は、現在の対象児童や支援機能のまま児童発達支援センター等に移行する。 
 

   ただし、現行の３施設の利用定員と実際の利用児童数については、大きな差がある 
  ため、移行後の児童発達支援センターの利用定員については、現在の利用状況等を 
  踏まえて設定する。 
 

〔平成25年4月1日〕 
 ○ 「あり方を考える会」の障害児施設部門の検討を踏まえて、児童発達支援センター等 
  の対象児童や支援機能などを検討し、平成25年4月1日に見直しを行う。 

新体系事業への移行の考え方 

国 

県 

12～１月 ２～３月 ４～５月 ６月～３月 Ｈ25年4月 

報酬案や指定基準の 
取扱い案等の提示 

２月議会 

条例 
改正 

省令 
公布 

難聴児通園／肢体不自由通園／児童デイ 
児童発達支援センター 
（主たる対象児は、従前のとおり） 

児童発達支援センター 
（支援機能等を見直し） 

対象児童、支援
機能などを検討 

あり方を考える会（障害児施設部門のあり方の検討） 
（論点）対象児童と支援機能のあり方、関係機関との役割分担 

24年度 
組織機構 
等の決定 

条例改正 
※必要に
応じて 

平成２４年４月の移行（案） 

現行 
平成24年4月から 

 ・医療型児童発達支援 
 

   （1日当たり利用定員 20人～30人程度） 

  （主たる障害：肢体不自由、難聴、発達障害） 
 

 ・保育所等訪問支援 

○現在の対象児童、支援機能のまま新体系事業に移行 
 肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設、児童デイサービスは、『医療型児童発達支援』に 

 移行。（主たる障害は、引き続き、肢体不自由・難聴・発達障害とする） 
 難聴幼児通園部などで行っている『保育所等訪問支援』を実施。 
 放課後の支援については、市町村の財源措置が不安定（裁量的経費）な日中一時支援に加えて、 

 市町村の財源措置が確実（義務的経費）な 『放課後等デイサービス』を実施。 

放課後等デイサービス 
（主たる障害：肢体不自由） 

短期入所 
（主たる障害：重症心身障害、肢体不自由） 

日中一時支援  
  （主たる障害：肢体不自由） 

医療型児童発達支援センター 

短期入所 
（主たる障害：重症心身障害、肢体不自由） 

日中一時支援  
  （主たる障害：肢体不自由） 

難聴幼児通園施設（定員30人） 
（1日平均利用 2.10人） 

肢体不自由児通園施設（定員20人） 
（1日平均利用 1.06人） 

児童デイサービス（定員20人） 
（1日平均利用 9.25人） 
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◎障害児施設部門のあり方の論点 

 

 ☆ 改正法施行に伴う障害児施設・事業の 
   一元化への対応 
   ・児童発達支援センターの対象児童と支援機能 
    のあり方  

 
 ☆ 関係機関との役割分担や連携、専門 
   的支援のあり方  

県内の障害児施設（通所型）の状況 
・肢体不自由児通園施設と難聴幼児通園施設 
  療育福祉センター（県内１か所のみ） 
 

・児童デイサービス 
   ８ヶ所 定員90人（平成23年12月1日現在）  
 

 
 
 

 
 
 

・知的障害児通園施設 
  「やいろ」（県内１か所のみ） 
       定員20人：南国市 
 

・重症心身障害児通園事業 
   ３か所 
 

・基準該当児童デイサービス 
   ６か所 
 
 

通所施設（３施設）

重症心身障害児通園事業（３施設）

児童デイサービス（８施設）

【凡例】

基準該当（児童デイ）（６施設）

1 昭光園 高知市 10

2 アートセンター　画楽 高知市 10

3 高知県立療育福祉センター 高知市 20

4 旭福祉センター「あゆみ」 高知市 10

5 東部障害者福祉センター「あゆみPasso」 高知市 10

6 ウィッシュかがみの 南国市 10

7 Ｋｉｄｓたいよう 土佐清水市 10

8 ぷらうらんど長山田 日高村 10

(参考）県内児童デイサービス指定事業者一覧


